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「東北地方太平洋沖地震」により被災した要介護者等への対応について（通知） 

 

 

このたびの東北地方太平洋沖地震により被災した要介護者等について、厚生労働省関係課長か

ら、別添のとおり社会福祉施設等での受け入れに係る留意事項及び特例措置等についての通知が

ありました。 

当該通知では、下記のとおり同地震により被災した要介護者等を通所系、短期入所系及び入所

系サービス事業所で受け入れる場合、日常のサービス提供に支障の生じない範囲であれば、定員

を超過して受け入れて差し支えないこととなっています。 

つきましては、貴市町管内の通所系サービス・地域密着型サービス事業所に周知されるようお

知らせします。 

 なお、介護保険施設及び短期入所系サービス事業所並びに関係団体へは、当課より別途通知す

るので、申し添えます。 

 

記 

 

１ 通所系・短期入所系・入所系サービスにおいては、既存スペースの活用を図るとともに、日

常のサービス提供に著しい支障がない範囲で、定員を超過して受け入れた場合でも、特例的に

所定単位数の減算は行わず、職員の配置基準にかかわらず所定の介護給付費を算定することが

できる。 

   

２ 災害等やむを得ない理由による定員超過について、県、保険者の指導の対象とならない。 

 

３ 担当ケアマネージャーと十分な連絡調整を図り、対応すること。 
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